
平
成
二
十
年
二
月
一
日
受
領

答

弁

第

二

三

号

内
閣
衆
質
一
六
九
第
二
三
号

平
成
二
十
年
二
月
一
日

内
閣
総
理
大
臣

福

田

康

夫

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
保
坂
展
人
君
提
出
『
難
民
認
定
行
政
』
と
難
民
認
定
申
請
者
の
保
護
と
人
権
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答

弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
保
坂
展
人
君
提
出
『
難
民
認
定
行
政
』
と
難
民
認
定
申
請
者
の
保
護
と
人
権
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答

弁
書

一
の
�
に
つ
い
て

平
成
十
七
年
一
月
一
日
以
前
に
難
民
認
定
申
請
を
受
理
し
、
平
成
十
八
年
十
二
月
三
十
一
日
時
点
で
難
民
認
定
申
請
に
係

る
処
分
の
告
知
を
行
っ
て
い
な
い
三
十
九
件
の
う
ち
、
平
成
十
九
年
十
月
末
時
点
で
処
分
の
告
知
を
行
っ
て
い
な
い
件
数
は

二
十
六
件
で
あ
る
。
ま
た
、
平
成
十
八
年
一
月
一
日
以
前
に
提
出
さ
れ
た
難
民
不
認
定
処
分
に
係
る
異
議
申
立
て
の
う
ち
平

成
十
八
年
十
二
月
三
十
一
日
時
点
で
決
定
の
告
知
を
行
っ
て
い
な
い
四
十
七
件
の
う
ち
、
平
成
十
九
年
十
月
末
時
点
で
決
定

の
告
知
を
行
っ
て
い
な
い
件
数
は
二
十
八
件
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
二
十
六
件
及
び
二
十
八
件
に
つ
い
て
告
知
を
行
っ
て
い

な
い
理
由
は
、
難
民
認
定
申
請
者
又
は
異
議
申
立
人
が
所
在
不
明
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
又
は
こ
れ
ら
の
者
が
所
在
不
明
と

な
っ
た
が
摘
発
等
に
よ
り
発
見
さ
れ
た
後
に
改
め
て
調
査
を
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
八
十
六
件
に
つ
い
て
、
平
成
十
九
年
十
二
月
三
十
一
日
現
在
、
所
在
不
明
、
出
国
等
に
よ
り
審
尋
等
が
で
き
な

い
も
の
六
十
五
件
が
あ
る
ほ
か
、
申
請
者
に
再
度
審
尋
等
を
行
っ
た
件
数
は
十
五
件
で
あ
る
。
な
お
、
そ
の
余
の
六
件
に
つ

一



い
て
は
、
異
議
申
立
人
が
所
在
不
明
と
な
っ
た
が
摘
発
等
に
よ
り
発
見
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
改
め
て
口
頭
意
見
陳
述
・
審
尋

期
日
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
八
十
六
件
に
関
し
、
平
成
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
申
請
者
か
ら
提
出
さ

れ
た
証
拠
に
つ
い
て
外
部
機
関
へ
の
照
会
を
行
っ
た
こ
と
及
び
国
連
難
民
高
等
弁
務
官
事
務
所
（
以
下
「
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
」
と

い
う
。
）
に
意
見
を
求
め
た
こ
と
は
な
い
。

一
の
�
に
つ
い
て

法
務
省
入
国
管
理
局
と
し
て
平
成
十
九
年
に
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
等
か
ら
入
手
し
た
文
書
等
は
百
三
十
五
件
で
あ
り
、
こ
の
う
ち

二
十
七
件
が
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

事
例
の
抽
出
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
内
容
か
ら
直
ち
に
個
人
を
特
定
で
き
る
も
の
を
除
外
し
た
上
、
抽
出
し
た
事
例
の
記

載
に
当
た
っ
て
も
、
関
係
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
に
つ
い
て
十
分
に
検
討
し
、
そ
の
際
、
公
開
さ
れ
て
い
る
裁
判
例

集
、
刊
行
さ
れ
て
い
る
判
例
解
説
等
の
記
載
方
法
を
参
照
し
た
。

二



二
の
�
に
つ
い
て

冊
子
「
難
民
認
定
行
政－

二
十
五
年
間
の
軌
跡－

」
の
作
成
に
係
る
企
画
段
階
ま
で
に
発
行
さ
れ
た
財
団
法
人
判
例
調
査

会
発
行
の
最
高
裁
判
所
判
例
集
、
株
式
会
社
判
例
タ
イ
ム
ズ
社
発
行
の
判
例
タ
イ
ム
ズ
、
株
式
会
社
判
例
時
報
社
発
行
の
判

例
時
報
等
を
参
照
し
た
。

二
の
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
よ
う
な
規
定
に
つ
い
て
、
冊
子
「
難
民
認
定
行
政－

二
十
五
年
間
の
軌
跡－

」
の
発
行
前
に
検
討
は
行
っ
て
い

な
い
。

二
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
承
諾
は
得
て
い
な
い
。

二
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
人
数
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
個
人
の
特
定
を
容
易
に
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、
お
答

え
す
る
こ
と
を
差
し
控
え
た
い
。

二
の
�
に
つ
い
て

三



法
務
省
入
国
管
理
局
と
し
て
、
冊
子
「
難
民
認
定
行
政－

二
十
五
年
間
の
軌
跡－

」
の
発
行
前
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上

で
の
新
聞
記
事
の
検
索
は
行
っ
て
い
な
い
。

二
の
�
に
つ
い
て

二
の
�
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
に
つ
い
て
十
分
に
検
討
し
た
も
の
で
あ
り
、
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
上
で
公
表
し
て
も
、
特
に
問
題
が
あ
っ
た
も
の
と
は
考
え
て
い
な
い
が
、
今
後
と
も
こ
の
よ
う
な
事
例
の
公
表
に

当
た
っ
て
は
、
関
係
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
十
分
配
慮
し
て
ま
い
り
た
い
。

四


